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【討議資料【討議資料【討議資料【討議資料】    

連絡先は 

下記の通りです 

 

平成平成平成平成２７２７２７２７年度決算審議年度決算審議年度決算審議年度決算審議①①①①    

決算等審査特別委員会には鎌夢会から(永田)と(ひなた)が参加しました。一般会計の歳入決算額

は 608 億円（前年度比 1.4％増収）、歳出決算額は 573 億円(前年度比 0.6％支出減)となっていま

す。自治体の財政力を示す財政力指数は、前年度より 0.015 向上し 1.04 となり、６年ぶりに前

年度を上回り鎌倉市松尾市政の成果がでてきた結果になりました。しかしながら、経費が歳入を

下回ってはいるものの構造の安定性については、変わりがないと言えます。まだまだ財政状況も

厳しい中、「あれもこれも」やるというのは難しく、鎌倉の未来のため「あれかこれか」と優先

順位を決めて進める所存です。なお鎌夢会は委員会で主に以下の意見を述べました。 

「男女共同参画推進事業」…市が率先しての男女共同参画を推し進めその姿勢を示す事。 

「消防職員の執務環境」…女性消防職員の採用強化と近隣自治体消防との連携を強化。 

「高齢者活動運営事業」…目的を限定して補助金を支給するバウチャー制度等の支援。 

平成平成平成平成２７２７２７２７年度決算審議年度決算審議年度決算審議年度決算審議②②②②    

「産科診療所支援事業」…ティアラ鎌倉は運営

方法を再検討し補助金を減らせないか。 

「検診事業」…市民一人一人が病気にならない

ように定期健診を受けやすい仕組みを。 

「企業立地支援対策」…独自の補助制度等、市

の歳入をも考慮した企業立地支援。 

「労働支援」…女性の就労支援充実。 

「放課後子ども教室運営事業」…全校実施の早

期実現。 

最後に決算委員会の審議中で、市が補助や委託

を行っている福祉団体の非常識な運営が明ら

かになりました。外部団体に対するチェック体

制の見直しも併せて求めます。 



 
 ９９９９月議会一般質問月議会一般質問月議会一般質問月議会一般質問    

９月議会の一般質問では「１女性の就労環境について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について「１女性の就労環境について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について「１女性の就労環境について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について「１女性の就労環境について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について

３（仮称）市民活動推進条例制定の進捗について」３（仮称）市民活動推進条例制定の進捗について」３（仮称）市民活動推進条例制定の進捗について」３（仮称）市民活動推進条例制定の進捗について」

ここでは１、２での主な質問、それに対する

１女性の就労環境について１女性の就労環境について１女性の就労環境について１女性の就労環境について    

【市役所女性職員の環境】Ｑ配偶者同行休業制度を導入してほしい（※配偶者同行休業制度とは…外国で

勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするための休業制度、概ね３年以内とする、平成２５年１

１月に地方自治体での条例化について総務大臣名で通知あり、県内では政令市を除く１５市のうち５市が

条例化済み）→Ａ今後条例制定に向けて準備を進めていく

【市民（女性）の就労支援について】Ｑ女性の就労セ

ットが少し広すぎたのでよりターゲットを絞った具体的なセミナーの実施など就労を後押しするような

取組を求める、また該当者との積極的な意見交換を求める→Ａ主婦の方々の就業サポートセミナーなどを

行っている市民団体の意見を参考としながら例えば子育て中の女性や子育てが終了しセカンドキャリア

を求めている女性をサポートできるようなセミナーを検討している（その後、１０月１８日に再就職を希

望する女性に向けたセミナー実施）Ｑ市内企業に対しても女性の就労を後押しするような働きかけや仕組

み作りの後押しを求める→Ａ実際に就職を希望している女性と市内企業との意見交換の場を設けるなど

女性の就労促進に向けた検討行っていきたい

２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について

Ｑ企業誘致や鎌倉市独自の補助金の制度の創設などによる起業支援、既存企業の

る起業立地支援に力をいれることを求める→Ａ

                 

め                

総務常任委員会報告総務常任委員会報告総務常任委員会報告総務常任委員会報告～～～～コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス

９月議会の総務常任委員会ではコンプライアンス強化に向けた全庁的な取組について

ました。昨年発覚した有効期限切れワクチンの使用、白紙請求書を使用した支払い、

保護費の不正支給など不祥事が多発している鎌倉市。

遵守』するだけでなく、その背景にある法の精神や社会良識さらに内規や業務マニュアルなども

含めた幅広い規則を遵守する姿勢が今、市役所に求められています。

不適切な事務を防ぐ為には、①二重チェック機能の追加等、業務マニュアルの見直し、②発生時①二重チェック機能の追加等、業務マニュアルの見直し、②発生時①二重チェック機能の追加等、業務マニュアルの見直し、②発生時①二重チェック機能の追加等、業務マニュアルの見直し、②発生時

の やかな対処、③自律的監査機能の全庁的構築の やかな対処、③自律的監査機能の全庁的構築の やかな対処、③自律的監査機能の全庁的構築の やかな対処、③自律的監査機能の全庁的構築

す。このため平成 28 年度よりコンプライアンス担当を設置し、研修の強化や全庁的推進体制を

構築するとともに、職員意識改革を進めるため、８月

経験、実績を持つ大久保和孝氏に委嘱したと報告を受けました。すでに管理職を対象に研修も開

催しており、抜本的な市役所改革

ています。今後も一連の取組を注視していきます。

「１女性の就労環境について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について「１女性の就労環境について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について「１女性の就労環境について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について「１女性の就労環境について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について

３（仮称）市民活動推進条例制定の進捗について」３（仮称）市民活動推進条例制定の進捗について」３（仮称）市民活動推進条例制定の進捗について」３（仮称）市民活動推進条例制定の進捗について」以上の３点について質問しました。

主な質問、それに対する市側の答弁をご紹介します。 

【市役所女性職員の環境】Ｑ配偶者同行休業制度を導入してほしい（※配偶者同行休業制度とは…外国で

勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするための休業制度、概ね３年以内とする、平成２５年１

１月に地方自治体での条例化について総務大臣名で通知あり、県内では政令市を除く１５市のうち５市が

条例化済み）→Ａ今後条例制定に向けて準備を進めていく 

【市民（女性）の就労支援について】Ｑ女性の就労セミナーを要望して実際に開催してもらったがターゲ

ットが少し広すぎたのでよりターゲットを絞った具体的なセミナーの実施など就労を後押しするような

取組を求める、また該当者との積極的な意見交換を求める→Ａ主婦の方々の就業サポートセミナーなどを

行っている市民団体の意見を参考としながら例えば子育て中の女性や子育てが終了しセカンドキャリア

を求めている女性をサポートできるようなセミナーを検討している（その後、１０月１８日に再就職を希

望する女性に向けたセミナー実施）Ｑ市内企業に対しても女性の就労を後押しするような働きかけや仕組

み作りの後押しを求める→Ａ実際に就職を希望している女性と市内企業との意見交換の場を設けるなど

女性の就労促進に向けた検討行っていきたい 

２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について    

Ｑ企業誘致や鎌倉市独自の補助金の制度の創設などによる起業支援、既存企業の

る起業立地支援に力をいれることを求める→Ａ新規に立地する企業に対する支援、

                 償却資産に対する新たな支援に対する新

                めるＱ市内企業が育つ事は女性の就労環境

立地支援に対する市長の意気込みを伺いたい

「働くまち」実現に向け柱と考えている、

既存企業に向け将来にわたって継続して事業

という市の考え方を明確に示し、支援対象業種

らかにし、情報発信をする事を私が先頭に

コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス強化強化強化強化にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組

コンプライアンス強化に向けた全庁的な取組について

有効期限切れワクチンの使用、白紙請求書を使用した支払い、

費の不正支給など不祥事が多発している鎌倉市。一連の不祥事をなくすために、単に『法律

その背景にある法の精神や社会良識さらに内規や業務マニュアルなども

含めた幅広い規則を遵守する姿勢が今、市役所に求められています。    

①二重チェック機能の追加等、業務マニュアルの見直し、②発生時①二重チェック機能の追加等、業務マニュアルの見直し、②発生時①二重チェック機能の追加等、業務マニュアルの見直し、②発生時①二重チェック機能の追加等、業務マニュアルの見直し、②発生時

の やかな対処、③自律的監査機能の全庁的構築の やかな対処、③自律的監査機能の全庁的構築の やかな対処、③自律的監査機能の全庁的構築の やかな対処、③自律的監査機能の全庁的構築、がありますがまず④職員の意識改革④職員の意識改革④職員の意識改革④職員の意識改革

年度よりコンプライアンス担当を設置し、研修の強化や全庁的推進体制を

構築するとともに、職員意識改革を進めるため、８月 30 日付で行政機関や企業において豊富な

経験、実績を持つ大久保和孝氏に委嘱したと報告を受けました。すでに管理職を対象に研修も開

催しており、抜本的な市役所改革(コンプライアンス強化)に打って出た松尾市長の姿勢は評価し

ています。今後も一連の取組を注視していきます。 

 

「１女性の就労環境について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について「１女性の就労環境について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について「１女性の就労環境について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について「１女性の就労環境について２企業誘致と誘致後の支援・施策・方針について

以上の３点について質問しました。 

【市役所女性職員の環境】Ｑ配偶者同行休業制度を導入してほしい（※配偶者同行休業制度とは…外国で

勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするための休業制度、概ね３年以内とする、平成２５年１

１月に地方自治体での条例化について総務大臣名で通知あり、県内では政令市を除く１５市のうち５市が

要望して実際に開催してもらったがターゲ

ットが少し広すぎたのでよりターゲットを絞った具体的なセミナーの実施など就労を後押しするような

取組を求める、また該当者との積極的な意見交換を求める→Ａ主婦の方々の就業サポートセミナーなどを

行っている市民団体の意見を参考としながら例えば子育て中の女性や子育てが終了しセカンドキャリア

を求めている女性をサポートできるようなセミナーを検討している（その後、１０月１８日に再就職を希

望する女性に向けたセミナー実施）Ｑ市内企業に対しても女性の就労を後押しするような働きかけや仕組

み作りの後押しを求める→Ａ実際に就職を希望している女性と市内企業との意見交換の場を設けるなど

Ｑ企業誘致や鎌倉市独自の補助金の制度の創設などによる起業支援、既存企業の市外流出防止などいわゆ

支援、既存企業の設備投資、 

新たな制度構築の準備を進

就労環境の向上にも繋がる、企業 

たい→Ａ鎌倉市が掲げる 

る、誘致したい企業や市内の 

事業展開してもらいたい 

対象業種や支援メニューを明 

に立ち積極的に行っていく 

取組取組取組取組についてについてについてについて～～～～    

コンプライアンス強化に向けた全庁的な取組について報告され

有効期限切れワクチンの使用、白紙請求書を使用した支払い、そして生活

一連の不祥事をなくすために、単に『法律

その背景にある法の精神や社会良識さらに内規や業務マニュアルなども

①二重チェック機能の追加等、業務マニュアルの見直し、②発生時①二重チェック機能の追加等、業務マニュアルの見直し、②発生時①二重チェック機能の追加等、業務マニュアルの見直し、②発生時①二重チェック機能の追加等、業務マニュアルの見直し、②発生時

④職員の意識改革④職員の意識改革④職員の意識改革④職員の意識改革が必要で

年度よりコンプライアンス担当を設置し、研修の強化や全庁的推進体制を

日付で行政機関や企業において豊富な

経験、実績を持つ大久保和孝氏に委嘱したと報告を受けました。すでに管理職を対象に研修も開

に打って出た松尾市長の姿勢は評価し


